
 

対
北
朝
鮮
措
置
に
関
す
る
要
請 

 

北
朝
鮮
は
、
昨
年
五
月
二
十
六
日
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
お
い
て
、
拉
致
被
害
者
を
は
じ

め
、
全
て
の
日
本
人
の
調
査
を
我
が
国
に
約
束
し
た
。
同
年
七
月
四
日
、
北
朝
鮮
が
特
別
調

査
委
員
会
を
設
置
し
た
こ
と
に
伴
い
、
わ
が
国
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
人
的
往
来
規
制
な
ど
、

一
部
の
制
裁
を
解
除
し
た
。 

当
初
、
北
朝
鮮
は
、
特
別
調
査
委
員
会
の
調
査
結
果
の
第
一
回
報
告
を
、
遅
く
と
も
昨
年

初
秋
ま
で
に
行
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
対
し
て
報
告
の
先
送
り
を
一
方
的
に

通
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
に
至
っ
て
も
報
告
を
行
な
う
こ
と
な
く
、
不
誠
実
な
対
応
を

取
り
続
け
て
い
る
。 

わ
が
党
は
、
拉
致
問
題
に
進
展
が
な
い
限
り
、
更
な
る
制
裁
緩
和
や
支
援
は
一
切
行
わ
ず
、

制
裁
強
化
を
含
め
た
断
固
た
る
対
応
を
と
る
こ
と
を
政
府
に
求
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
姿
勢

は
、
昨
年
十
二
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
際
し
て
、
わ
が
党
の
公
約
で
も
明
確
に
打
ち
出

し
て
い
る
。 

北
朝
鮮
が
調
査
期
間
の
目
途
と
す
る
「
一
年
」
を
目
前
に
控
え
た
今
、
拉
致
被
害
者
等
の

帰
国
に
つ
な
が
る
具
体
的
進
展
が
な
い
場
合
は
、
昨
年
解
除
し
た
制
裁
の
復
活
に
加
え
、
新

た
な
制
裁
を
科
す
な
ど
、
北
朝
鮮
に
断
固
と
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
際
、
政
府
に
対
し
て
、
以
下
の
対
北
朝
鮮
措
置
の
実
行
を
強
く
要
請
す
る
。 

 一
、
平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
に
解
除
を
行
っ
た
対
北
朝
鮮
措
置
を
す
べ
て
再
開
さ
せ
る
こ

と
。 

 

二
、
北
朝
鮮
を
渡
航
先
と
し
た
再
入
国
禁
止
の
対
象
を
、
朝
鮮
総
連
の
中
央
常
任
委
員
会
委

員
及
び
中
央
委
員
会
委
員
、
並
び
に
核
や
ミ
サ
イ
ル
の
技
術
者
に
拡
大
す
る
こ
と
。 

 

三
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
送
金
は
、
人
道
目
的
で
の
十
万
円
以
下
の
送
金
を
除
き
、
全
面
禁
止

す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
迂
回
送
金
や
資
産
隠
し
等
の
規
制
逃
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
国

際
機
関
及
び
各
国
当
局
と
の
連
携
に
よ
り
規
制
対
象
者
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
収
集

を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

四
、
北
朝
鮮
に
寄
港
し
た
全
て
の
船
舶
に
対
す
る
検
査
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

五
、
第
三
国
を
経
由
し
た
北
朝
鮮
と
の
迂
回
輸
出
入
を
防
止
す
べ
く
厳
格
な
法
執
行
を
行
い
、

万
全
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

六
、
朝
鮮
総
連
に
対
し
厳
格
な
法
執
行
を
行
う
と
と
も
に
、
総
連
本
部
建
物
の
継
続
使
用
に

係
る
資
金
の
流
れ
を
把
握
し
、
整
理
回
収
機
構
に
よ
る
債
権
回
収
に
万
全
の
対
策
を
講



 

じ
る
こ
と
。 

 
七
、
朝
鮮
学
校
へ
補
助
金
を
支
出
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
公
益
性
の
有
無
を
厳

し
く
指
摘
し
、
全
面
停
止
を
強
く
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
住
民
へ
の
説
明

を
十
分
に
行
う
よ
う
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
。 

 

八
、
政
府
認
定
に
係
る
拉
致
被
害
者
以
外
で
、
特
定
失
踪
者
等
拉
致
の
疑
い
が
排
除
で
き
な

い
事
案
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
そ
の
真
相
究
明
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

九
、
国
連
人
権
理
事
会
や
国
連
総
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
人
権
状
況
決
議
の
採
択
に
引
き
続
き

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
、
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
る
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
付
託
並

び
に
北
朝
鮮
の
人
権
問
題
を
根
拠
と
し
た
制
裁
決
議
の
採
択
を
目
指
す
こ
と
。
併
せ
て
、

北
朝
鮮
に
お
け
る
人
権
に
関
す
る
国
連
調
査
委
員
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）
の
勧
告
に
基
づ
い
て

韓
国
ソ
ウ
ル
市
に
設
置
さ
れ
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
拠
点
と
の
連
携
、
活
動
を
強
化
し
、

国
際
社
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
人
権
問
題
の
早
期
改
善
へ
の
圧
力
が
更
に
高
ま
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。 

 

十
、
米
国
が
北
朝
鮮
を
テ
ロ
支
援
国
家
と
し
て
再
指
定
し
、
拉
致
を
含
む
北
朝
鮮
の
人
権
侵

害
を
根
拠
に
大
統
領
令
に
基
づ
く
金
融
制
裁
な
ど
を
発
動
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
と

と
も
に
、
拉
致
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
米
国
人
の
デ
ビ
ッ
ド
・
ス
ネ
ド
ン
氏
を
含
む
拉

致
問
題
解
決
に
向
け
た
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

十
一
、
北
朝
鮮
向
け
の
情
報
発
信
手
段
と
し
て
短
波
放
送
の
充
実
を
図
る
こ
と
。 

 

十
二
、
朝
鮮
半
島
有
事
等
に
備
え
、
米
国
と
よ
り
一
層
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
拉
致
被
害
者

を
含
む
邦
人
の
安
全
確
保
と
保
護
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

十
三
、
全
て
の
対
北
朝
鮮
措
置
に
つ
い
て
厳
格
な
法
執
行
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
各
国
当

局
と
の
規
制
対
象
等
に
係
る
情
報
共
有
及
び
連
携
を
図
り
、
制
裁
措
置
の
有
効
性
を
確

保
す
る
こ
と
。 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日 
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